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また、省エネ適合性判定等が必要な建築物にあっては、性

能向上計画認定と同様に、本認定を受けることにより当該省
エネ適合性判定等をしたものとみなされないため、注意が必
要である。 
 

 
また、省エネ適合性判定等が必要な建築物にあっては、性

能向上計画認定と同様に、本認定を受けることにより当該省
エネ適合性判定等をしたものとみなされることとなる。 
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削除 

 
 なお、換気代替空調機については、評価対象部分に供する
設備であってもの計算から除外することも可能とする。 
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